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研究成果の概要（和文）：　東日本大震災は、その被災に関する膨大な記録が残されている。しかし被災という直接の
経験に起因する直観的・暗黙的な意味性の継承は難しく、今後の災害対策に役立てるには、記録による理解と実体験と
の間にあるギャップをいかに克服するかという点が大きな課題である。このような視点からナレッジマネジメントの枠
組みを用いて事例研究を実施し、災害に関する経験知の組織的継承に関する考察を行った。その結果、個人の暗黙知レ
ベルまでの知識浸透のためには、形式知に加えて理解のための共通基盤形成と身体的体験との組み合わせが重要である
ことの知見が得られた。

研究成果の概要（英文）：　It is important for us to recognize risks and damage of a disaster. The purpose 
of this study is to consider on succession of empirical knowledge and information in the Great East Japan 
Earthquakedisaster. Now, we have enormous record about the earthquakedisaster, we can utilize the 
property for disaster countermeasures in the future.
　This study　shows importance of tacit knowledge for effective transfer of individual experience by 
knowledge management framework. Considering an effective transfer program, it is necessary to combine 
explicit knowledge and tacit knowledge using a behavior training program.

研究分野： 経営学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 日本は、台風、地震、火山など、災害が多
発する国である。5 年前の東日本大震災は、
広範な地域に大被害をもたらしたが、時間経
過とともに震災被害への一般的関心は薄れ
つつあり、現在では報道などの情報も限定さ
れている。 
また、東日本大震災に関しては、膨大で具

体的な記録（映像、写真、文献等様々な形態
がある）が残されているにもかかわらず、社
会的にも組織的にもその記録や経験が十分
に継承され活用されているとは言い難い面
がある。この問題意識から、東日本大震災の
経験について知識継承と活用の課題につい
て把握する。 
 
２．研究の目的 
 大災害に関する経験や記憶は、時間経過と
ともに風化していくことから、その知識を組
織的に継承し今後に活用していくことが重
要になっている。なかでも、被災という直接
経験が有する直観的・暗黙的な意味性の継承
は難しく、形式的記録のみに基づく伝達が中
心になる中で、個人の理解との間にあるギャ
ップをいかに克服して、今後の災害対策に役
立てることができるかという点が大きな課
題であると考えられる。 
このような視点から、知識創造理論の暗黙

知・形式知の枠組みを基本に危機的な大災害
時における経験知を組織的に継承し防災・減
災への活用の方向に関して考察する。 
 
３．研究の方法 
 研究の考え方としては、野中郁次郎・竹内
弘高（1995）による知識創造理論の枠組みを
基礎とし、災害経験にかかわる知識の移転・
継承プロセスと課題について考察する。 
研究の実施方法は、東日本大震災や阪神淡

路大震災などの大災害に関する文献や研究
論文、報道記事等の既存資料の収集、被災地
で事業を展開している企業等を中心に被災
時及びその後の組織的対応に関するインタ
ビュー調査を組み合わせる。 
 インタビュー先は、阪神淡路大震災の経験
を持つ自治体であり防災体制の整備が注目
される神戸市、さらに地域社会と密接な結び
つきを持ちインフラ的機能を果たしている
小売企業、物流企業、教育サービス企業を対
象として選定した。それらの企業では、当時
の対策本部構成メンバーや被災地の営業拠
点に勤務していた社員を中心に、被災時の意
思決定と行動プロセスについて調査し、組織
における継承がどのように行われているの
かの事例収集を行い検証した。 
 
４．研究成果 
(1)危険と危機の概念的整理 
 危険（risk）と危機（crisis）の概念に関
しては必ずしも統一されておらず、その内容
や範囲も日常生活からビジネス、自然災害ま

で多岐にわたる。 
リスクの概念や枠組みは、もともとは 1930

年代のアメリカにおいてリスク・マネジメン
ト（risk management：危険管理）の考え方
が提起され、その後様々な組織運営の中に取
り入れられてきたことにより、一般化してき
たものである。 
これらのリスクのなかでも、特に影響が大

きい大規模なリスクの事象（例えば大規模自
然災害や世界大戦などの破壊的な影響を被
る事態）への対応を「クライシス・マネジメ
ント（crisis management：危機管理）」と呼
び、通常のリスク・マネジメントと区別して
いることもある。また、環境の激変などによ
る無秩序な混乱状態、いわゆるカオス状態は、
数学理論から派生した呼び方でカタストロ
フィーもしくはカタストロフとしても定義
されている。総体的な傾向としては、リス
ク・マネジメントという広い概念の中に、特
に重大な影響をもたらす事象の危険性への
対応としてクライシス・マネジメントの概念
を含んで用いられることが多い。 
基本的には、発生の頻度は小さいが社会的

影響・被害が大きい事象がクライシスと捉え
られている。東日本大震災は、近年の災害の
中でも、未曽有の被害をもたらし、特に、地
震により発生した津波の被害が大きかった。
被災地域は、岩手県、宮城県、福島県の沿海
部を中心に関東まで及んでいる。その被害規
模と社会的影響の大きさにおいて明確に危
機として位置付けられる。 
 
(2)大災害の記録と継承の現状 
過去に発生した自然災害に関する情報は、

様々なモノとしての形で地域に記録が残さ
れている。しかし、それらの意味は、時間経
過や世代交代の中で次第に忘れ去られてい
くことが多い。 
例えば三陸地域では、東日本大震災以前に

も 1896 年(明治 29 年)の明治三陸地震津波、
1933 年（昭和 8年）の昭和三陸地震津波、1960
年(昭和 35 年)のチリ地震津波と複数回の津
波被害を受けている。その物理的な証拠とし
て、津波の到達限界を示す「波除神社」や被
害を記録した石碑、資料館などが各地に存在
する。しかし、津波の災害を象徴する物的な
遺構が残されていても、時間とともに人の記
憶が風化し、正確な意味が伝えられていない
場合も多くみられる。このことは、被災の記
録物を維持・保存するだけではなく「伝え方、
伝える仕組み」が重要であることを示してい
る。 
この点については、坂本真由美（2012）は

津波碑に関する研究において、津波被害とい
うのは「再び発生するまでの期間（再現期間）
が長いという特性がある。したがって、長期
にわたり情報を蓄積し、送り、受けるための
仕組みが必要になる」と指摘している。 
東日本大震災では、科学的な観測データや

報道内容に加え、被災者が撮影した映像や経



験談、行動記録など多様な種類と多量の情報
が残されている。近年の情報機器の発達と普
及によって、災害発生時に関する膨大な記録
へアクセスできる。これらは、被害予測や避
難路の設定など、今後の防災減災において多
面的な活用の可能性を秘めている。しかし、
その体系化と意味性の継承は、いまだ十分に
浸透しているとはいえない。 
これらの記録へのアクセスに関しては、イ

ンターネットなどから入手可能なもの、公立
図書館において収集整理が行われ閲覧可能
なもの、書籍や研究報告書などの出版物にな
って公開されているもの、災害遺構として保
存されているものなどがある。それらに加え
て、各個人の非物的・暗黙的な経験がある。 
重要なのは、モノ的な記録そのものへの接

点を確保するだけではなく、そこに込められ
た意味を正しく伝えることができるかどう
かという点である。現実に、震災関連のフォ
ーラムや資料展示イベントなどへの参加者
は、5 年を経過した今、減少しつつある。ま
た、被災地の復興は必ずしも順調とは言えず、
住民の地域コミュニティ衰退とともに、その
コミュニティに伝えられ地域に密着してい
たさまざまな防災関連の知識も失われつつ
ある。 
 
(3)情報量の減衰 
 具体的に新聞報道から、情報量が減衰して
いく様子を検証してみた結果を図 1.に示す。
日経テレコン 21 を用いて 2011 年 3 月から
2016 年 2 月までの期間、日経各紙・全国紙・
一般紙から、「東日本大震災」をキーワード
に、それが含まれる記事の掲載数をピックア
ップしてみると、震災発生の翌月までは 10
万件超であるのに対し、約 5年後の 2016 年 2
月には 8千 4百件まで減少している。 
1 年ごとに小さなピークがみられるのは、3

月前後には震災関連のイベントが行われ一
時的に件数が増えるためである。このように、
マスコミによる情報は時間とともに減少し、
一般の関心も薄れていく傾向が推測できる。 
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(4)暗黙的な経験知の重要性 
人が持つ知識は「形式知」と「暗黙知」の

二つの次元がある。暗黙知の考え方はマイケ
ル・ポランニー（1967）が提唱し、野中郁次
郎（1985）が暗黙知と形式知の相互変換と知
識移転および知識創造プロセスの理論とし

て体系化した。 
災害に関する記録・情報は、大別して移

転・共有が容易な形式知と、個人の経験知で
あり移転が難しい暗黙知に大別できる。重要
なのは、形式知の継承のみでは一面的であり、
個人レベルまでの暗黙的知識も含めた災害
に対する〝意味性〟の浸透と継承が求めら
れる点である。そもそも、時間経過とともに
次第に意味性が忘れ去られていく（もしくは
忘れたい）のが災害の記憶であることから、
いかにして個人レベルまで浸透させるか、未
体験者にどのようにして当事者意識を持た
せるように意味を伝えられるかが重要にな
る。 
 
(5)被災時の行動 
多くの自治体や企業組織においては、非常

時の対策マニュアルが存在し、それに基づい
て組織的な意思決定と対応が行われる。しか
し、東日本大震災のような危機に相当する大
規模災害においては、事前に構築されている
対策マニュアルや訓練内容を逸脱するよう
な事態が発生することから、マニュアルを基
本としつつも臨機応変の柔軟な対応が求め
られる。その意思決定の際に重要となってく
るのが、個人の経験知である。 
東日本大震災では、発生直後に情報通信ネ

ットワークや交通システムが寸断され、組織
における通常の指揮命令系統が機能しなく
なっていた。 
通常、非常事態の場合は、状況把握のため

の情報収集とそれに基づいて速やかに初動
に移ることが求められる。国のレベルでは、
東日本大震災発生直後には緊急災害対策本
部会議が招集されて対応にあたった。国土交
通省では、人命救助、さらに被災状況に関す
る情報収集と輸送ルートの確保を最優先に
した。当時の大畠章宏国土交通大臣は、現場
の状況判断を尊重して決定権限を下部委譲
するとともに、様々な手続き・基準を弾力化
して官庁の所管を超えて自治体と連携した
対策に努めた（大畠章宏編、2012）。 
特に、輸送ルートは、迅速な回復が行われ

た。いわゆる「櫛の歯作戦」により幹線であ
る東北自動車道を1日で通行ができるまでに
し、翌日にはそこから太平洋側への主要国道
11 を通行可能に、3日後にはさらに 4ルート
が追加され、沿岸部を通る国道 45 号、6号も
ほぼ1週間で通行ができるまでになっている。
浸水した仙台空港は4日後にヘリ発着が可能
となり、さらに岸壁の破壊や瓦礫により使用
不能になっていた太平洋側の 10 の港湾を船
が接岸できるように補修された。 
インタビュー対象とした企業組織におい

ては、震災発生時、限られた情報と選択肢の
なかで意思決定を行わざるを得なかった状
態であった。災害発生時の組織的対応はほぼ
共通しており、本社部門ではただちに対策本
部を立ち上げ、情報の集約と意思決定の一元
化体制を組んでいる。活動としては情報の収



集による被害状況の正確な把握と人の安否
確認を最優先している。十分な情報が得られ
ない場合でも、現地へ人を派遣するとともに、
最初の混乱がある程度収束したのちは業務
正常化へ向けての支援体制整備へと移行し
ている。 
災害発生直後の被災地は、孤立状態にあっ

た。現地の営業拠点では、地域支社や本社と
の連絡が途絶したため、個々の社員の判断で
意思決定し行動せざるをえない状況となっ
ていた。例えば、ヤマト運輸のある被災地営
業所では、地域住民の救出活動の後、土地勘
を活かして稼働可能な社有車による支援物
資輸送、物流のプロとしての知識を生かした
物資集積所におけるオペレーション改善な
どが緊急的対応として行われた。地域におけ
る業務ノウハウを災害支援に提供したので
ある。また、イオングループの石巻ショッピ
ングセンターでは、店舗自体が被災したこと
に加えて、周辺の被災住民が着の身着のまま
で店舗の建物へ避難してきたため、それら被
災者の受け入れと物資提供の可否判断が店
長に求められた。店長は、商品在庫から毛布
や食料品などを無償配布して対応にあたっ
た。これらは、現場の独自判断で行われ、そ
れぞれの本社は事後的に追認している。 
これらの事例は、いずれも地域の現場で仕

事をしていた社員の自律的判断により、企業
利益よりも社会性・緊急性を重視した例であ
る。むろん、このような措置はあくまで被災
直後の緊急避難的でイレギュラーな対応で
あり、その後はできるだけ短期間で通常業務
体制に戻すことが重視されたことは言うま
でもない。被災地のイオン店舗では、3 日後
には 70%、約 2 週間後には 95%の店舗が営業
を再開している。企業組織では日常の業務体
制への回復力が重視され、そのための組織体
制に被災経験が反映されているのである。 
  

(6)経験の継承 
災害に関する記録の継承において最大の

問題は、暗黙的な経験知は属人的であり、共
有と継承が難しい点である。特に災害体験は、
実際に経験したか否かによって、当事者意識
に違いが生まれる。 
国のレベルでは、これまでの災害対応経験

（阪神淡路大震災、中越地震など）を踏まえ、
内閣府中央防災会議による防災戦略の立案、
特定建築物の耐震化推進などの対策が進め
られ、社会的な対策が進められてきた。阪神
淡路大震災の被害を受けた神戸市では、免震
構造の危機管理センターを設置し、初動体制
の強化、危機情報の共有、地域防災力の向上
に力を入れている。その要となる情報システ
ムは、情報の集約とわかりやすい表示機能に
加えて、日常業務にも使用可能で、多くの職
員がシステム操作できる状態を創出するこ
とがポイントであり、災害発生時に誰でも操
作業務を補完できるような工夫を取り入れ
ている。これらは、過去の経験知が組み込ま

れた仕組みとなっている。 
 インタビュー対象とした企業では、災害体
験を継承するための具体的手法として、行動
の経過記録を残す、冊子にして配布する、研
修に活用するなどの形式知化が行われてい
る他、物流体制を見直し拠点間の相互補完機
能を強化や、BCP（ Business Continuity 
Plan：事業継続計画）に被災経験を反映させ
ている。さらに、小売業は災害時の物資供給
を中心に自治体との協定を拡大している。 
 
(7)身近な情報としてのハザードマップ 
 東日本大震災以降、一般の関心が急速に高
まった情報に、ハザードマップがある。地方
自治体では、地域住民にとって防災・減災に
おいて有用な基本的資料であるハザードマ
ップを整備・公表し、危険地域についての知
識周知に努めており、全国的にハザードマッ
プの整備が進んでいる。しかし、このハザー
ドマップは、津波、地震、洪水、土砂災害な
ど多種類あり、そこに表示されている情報の
読み取りや解釈などの点から見て、普及と適
切な活用のためには多くの課題があること
が有馬昌弘他（2014）により指摘されている。 
 有名になった「釜石の奇跡」の事例は、き
わめて示唆に富む。野中郁次郎他（2011）で
は、これは、片田敏孝教授（群馬大学）によ
る地元小中学生への長期にわたる防災教育
の成果であり、第一に「想定は信じるな」、
第二に「その状況下において最善を尽くせ」、
第三に「率先避難者たれ」という 3つの原則
に集約し、その背景・意味を徹底して児童・
生徒に浸透させていたことを述べている。 
ハザードマップの想定は、あくまでシナリ

オの一つであり、それを盲信してはいけない
ことを継続的な教育により教えていたので
ある。それだけではなく、地域において何が
できるかを生徒自身に考えさせ様々な地域
貢献活動と防災教育を連携して日常に溶け
込ませ、避難訓練を反復継続して実施し、災
害時の主体的で適切な状況判断と被害回避
が可能な思考を身につけさせていた。これは、
津波に関する情報の伝達・継承だけではなく、
地域の特性と様々なシーンを想定した訓練
行動により身体的な知との結びつきによっ
て可能になったことを示している。 
 
(8)経験知継承に関する知見 
 大災害に遭遇した経験は、基本的に恐怖を
伴う。そのため、心理的に忘れようとするの
が通常であり、時間経過とともに記憶が薄れ
ていくのはやむを得ない。しかし、その経験
の中には将来への災害への対応に活かされ
る、貴重な暗黙的知識が埋め込まれており、
それらを含めて世代を越えて伝えていくこ
とが防災・減災の鍵である。 
そのためには、単にマニュアルや遺構、映

像などの形式化された情報のみを伝達する
のでは、人間の判断と行動に枠を設定してし
まい、反応を固定化してしまいがちになる。



重要なのは、形式化された情報の背後にある
暗黙的意味までふくめて個人のレベルまで
浸透させることである。現在では、インター
ネットを利用して災害情報に関するさまざ
まなデータベースが構築されており（国土交
通省のホームページにあるポータルサイト
http://disaportal.gsi.go.jp/では、全国の
自治体におけるハザードマップが閲覧可能）
情報へのアクセスは飛躍的に改善されてい
る。災害経験は、時間とともに人の異動や記
憶の風化により失われることは避けられな
いとしても、現在では、教育訓練の場にヴァ
ーチャル化技術やシミュレーション、エスノ
グラフィーといった手法を組み合わせて、暗
黙知を極力形式知化して伝えるなどの手法
の進歩が著しい。属人的な経験知であっても
かなりの程度まで移転可能な段階にあると
いえる。 
越山健治（2007）は、新潟中越地震の災害

支援業務を経験した職員のインタビュー分
析から「経験知識の移転は、同じ業務内容を
行うことを通じて、現状のより適切な解を導
くことに貢献した」「形式知レベルの知識伝
達であっても、経験に基づく状況認識があっ
てさらに知識移転が促進された」ことを指摘
している。 
つまり、暗黙知の移転には、同じ「場」に

おける共通体験を基盤としたコミュニケー
ションの重要性と身体的経験（行動）との結
びつきが暗黙知移転に効果的なのである。 
これらから得られる知見は、次の二つに集約
される。第一に、災害経験の共有・活用のた
めには、従来行われてきたような物理的情報
の記録・集積だけではなく、属人的な暗黙知
を形式知として表出化していく仕組みを整
備することである。第二には、それを世代を
越えて移転する方法論・手法を高度化してい
くことであり、そのためには形式知の習得に
加えて反復的な身体的経験と連動させた「理
解のための共通基盤形成」と個々人の「意識
や状況認識力」を高めるプロセスの設計が求
められる。 
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